
基本理念 基本的な視点 基本目標 施策の方向性 基本理念 基本的な視点 基本目標 施策の方向性

（１）安全・安心な母子保健医療等の充実 （１）教育・保育サービスの充実

（２）「食育」の推進 （２）地域における子育て支援の充実

（３）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 （３）子育て支援ネットワークの構築

（４）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 （４）働きながら子育てしやすい環境の充実

（１）教育・保育サービスの充実 （１）安全・安心な母子保健医療等の充実

（２）地域における子育て支援の充実 （２）「食育」の推進

（３）子育て支援ネットワークの構築 （３）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

（４）働きながら子育てしやすい環境の充実 （４）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進

（１）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 （１）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備

（２）子どもの健全育成の推進 （２）子どもの健全育成の推進

（３）家庭や地域の教育力の向上 （３）家庭や地域の教育力の向上

（１）安心して子育てできる生活環境の整備 （１）安心して子育てできる生活環境の整備

（２）子どもを交通事故や犯罪等の被害から守る活動の推進 （２）子どもを交通事故や犯罪等の被害から守る活動の推進

（３）心のケアが必要な子どもへの支援の推進 （３）被害に遭った子どもへの支援の推進

（１）こどもの貧困の解消に向けた対策の推進 （１）児童虐待防止対策の充実

（２）障がい児支援・医療的ケア児対策の充実 （２）生活困窮世帯、ひとり親家庭の自立支援対策の充実

（３）児童虐待防止対策の充実 （３）障がい児支援対策の充実

第３期計画における基本理念などについて
第３期 第２期

２．子育て家庭を支援す

るための環境づくり
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子どもを支える視点

親を支える視点

配慮を必要とする子ども

と家庭を支える視点

社会全体で支える視点

１．子育て家庭を支援す

るための環境づくり

２．健やかに生み育てら

れる環境づくり

【基本理念】

　○第２期で用いていた理念をそのまま採用

【基本的な視点】

　○４つの視点は変えず、文言を補足

　　・必ずしも親だけが子育てを行うわけではないため、「親　→　子育て家庭」に変更

　　・貧困計画に該当する、「配慮を必要とする子どもと子育て家庭を支える視点」を最後に移動

【基本目標】【施策の方向性】

　○順序の変更、貧困対策の明記　等

　　・こども大綱のライフステージ別の考え方に合わせ、基本目標を「健やかに生み育てられる環境づくり」→「子育て家庭を支援するための環境づくり」の順に変更

　　・こどもの貧困に関する計画を盛り込むため、基本目標の５番目に「貧困の格差の解消を図るとともに、」の文言を追加するとともに「（こどもの貧困の解消に向けた対策計画）」の文言を明記

　　・施策の方向性「生活困窮世帯、ひとり親家庭の自立支援対策　→　こどもの貧困の解消に向けた対策の推進」に変更（貧困に関する事業を掲載する予定。）

　　・施策の方向性「被害に遭った子ども→心のケアが必要な子ども」に表現を修正

１．健やかに生み育てら

れる環境づくり

３．子どもの成長を支え

る環境づくり

４．子どもと子育て家庭

にやさしい環境づくり

５．貧困と格差の解消を

図るとともに、配慮を要

する子どもと家庭を支え

る環境づくり

（こどもの貧困の解消に向

けた対策計画）
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子どもを支える視点

子育て家庭を支える視点

社会全体で支える視点

配慮を必要とする子どもと子

育て家庭を支える視点

３．子どもの成長を支え

る環境づくり

４．子どもと子育て家庭

にやさしい環境づくり

５．配慮を要する子ども

と家庭を支える環境づく

り
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